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ねぇ、私たちの家のじゃ口から出てくる水って
どこからきているか知ってる？

そうなんだ！
すべての水を市で作っているわけではないんだね！
どうしてそんなに多くの水を埼玉県から買っているの？

よくわかったよ！
将来にわたり、安全な水を安定的に届けるため
なんだね！

みんなが毎日使っている水道水の約8割は、埼玉県営水道
（新三郷浄水場）で作られた水を三郷市が購入してみんな
に届けているんだ。残りの約2割は、三郷市が市内の井戸
からくみ上げた水なんだ！

とても良い質問だね！
市の水源だけでは、みんなが毎日安心して使える十分な
量の水を確保するのが難しいんだ！
だから、安定した量の水を供給するために、埼玉県の大きな
施設で効率的に作られた水と市で作った水を混ぜてみんな
に届けているんだよ。もちろん、三郷市内でくみ上げられる
地下水も、大事な水源の一つなんだ。

（三郷市）北部浄水場

（埼玉県）新三郷浄水場



　北部浄水場は昭和47年7月に通水を開始し、昭和49年6月に県水の受水(埼玉県
営水道(新三郷浄水場)で作られた水を購入し、受け取ること)を開始しました。
　市内への配水の約8割は県水で、残りの約2割は市内の井戸水を浄水場で浄水処理
した水です。

　また、埼玉県では、安心・安全な水の安定供給のため、既に
新三郷浄水場に導入されている高度浄水処理施設を大久保
浄水場、吉見浄水場にも整備する事業を進めています。

水源の状況と今後の水道事業について
　現在、皆さんのご家庭にお届けしている水道水の約8割は、埼玉県から購入している「県水」です。この県水の
購入には、年間およそ8億円もの費用がかかっています。また、全国的に水道施設の老朽化対策や人口減少など、
水道事業を取り巻く環境は厳しさを増しています。このような状況の中、令和8年4月1日より、三郷市が購入する
県水の価格が改定されることとなりました。
　この県水価格の改定は、三郷市にとって大きな負担増となります。これまで市としても経費削減や経営効率化
に努めてきましたが、今回の価格改定は、今後の水道事業の経営に少なからず影響を及ぼします。
　これからも皆さまに安定した水道サービスを提供し続けるため、市は引き続き様々な努力を重ねてまいります。
市民の皆さまには、ご理解とご協力をお願いいたします。

みんなの家の水道水、どこからきているの？

水道水ができるまで

水道水の割合は、
県水が約８割
井戸水が約2割

県水と、
三郷市の井戸水を

浄水処理した水をブレンドして
みんなの家へ

届けているんだよ。

取水取水 県水県水

三郷市三郷市

県水
【約８割】
県水

【約８割】

取水
【約2割】
取水

【約2割】

水道水水道水

埼玉県営浄水場埼玉県営浄水場

大久保浄水場　庄和浄水場
行田浄水場   新三郷浄水場
吉見浄水場

大久保浄水場　庄和浄水場
行田浄水場   新三郷浄水場
吉見浄水場

河川河川

北部浄水場
北部第二配水場
北部浄水場

北部第二配水場

他の市・町他の市・町

みんなの家や
工場、施設へ
みんなの家や
工場、施設へ

市内の井戸
（イメージ）
市内の井戸
（イメージ）
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令和６年度決算における主要な事業

ご家庭でできる災害への備え

令和６年度決算における主要な事業
　令和６年度も引き続き、安全で安定した水道水の供給のために、更新時期を迎える石綿

セメント管や老朽管の更新を行い、耐震化を推進しました。

　令和３年度からの継続事業である県の浄水場から購入した

水を送るための送水管と、市の配水管とをつなぐ直送管の

整備も実施しました。

令 和 ６ 年 度 決 算
～水道管の耐震化を進め、災害に強く安全な水道水を安定してお届けします～

水道データ 給水人口 ： 142,041人　給水戸数 ： 73,621戸　年間配水量 ： 15,147,830㎥

施設や配水管などを建設・整備するための費用と財源水道水をお届けするための費用と財源

28億5,641万円収 益　
費 用 24億4,901万円

収 入 6億1,003万円
支 出 14億   137万円

収入
支出

補てん

分担金
1億9,503万円
(32.0%)

借入金
4億1,500万円
(68.0%)

不足額補てん額
7億9,134万円

その他
1,251万円 
(0.9%)

配水管の布設などに
要する費用
7,826万円
（5.6%)

借入金の返済
2億3,746万円
(16.9%)

配水管の耐震化や
施設の改良などに
要する費用　
10億7,314万円
(76.6%)

県から水道水を買う費用や
水を浄化する費用
8億6,043万円
(35.1%)

施設の償却費など
8億2,689万円
(33.8%)

施設を維持し
水を送り届ける
ための費用など
6億7,299万円
(27.5%)

その他
8,870万円
(3.6%)

水道料金
24億2,531万円 
(84.9%)

その他
1億517万円
(3.7%)

収支差額
4億740万円

長期前受金戻入
3億2,593万円
 (11.4%)

費用 収益

飲料水の備蓄方法や、その他のご家庭でできる災害への備えについては、
二次元コードから市ホームページをご覧ください。

飲料水の備蓄は

が目安です！
１人１日３リットル、最低３日分１人１日３リットル、最低３日分
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漏水かな？と思ったら・・・

（量水器）（量水器）
乙止水栓乙止水栓

一般住宅のメーターボックスまで、または集合住宅など
の第一止水栓までの自然漏水は水道部で修理することも
可能です。

一般住宅のメーターボックスまで、または集合住宅など
の第一止水栓までの自然漏水は水道部で修理することも
可能です。

集合住宅などの
第一止水栓まで
集合住宅などの
第一止水栓まで

貯水槽貯水槽

一般住宅の道路
境界約2ｍ以内
一般住宅の道路
境界約2ｍ以内

●戸建ての場合はハウスメーカーや工事事業者の保証期間などがあるか確認してください。（メーターボックスの蓋の裏
に連絡先が記載されている場合があります）
●借家にお住まいの方やマンションなどの共同住宅にお住まいの方は、大家さんや建物の所有者、管理者、管理会社へお
問い合わせください。

●修理費用は、給水装置の所有者または使用者の負担となりますのであらかじめ工事事業者にご相談していただくこと
をお勧めいたします。（見積もりの作成及び現地調査のみでも費用が発生する場合がありますので確認してください）
●水道部負担が可能な範囲であっても、メーターボックス（量水器）や止水栓などの交換の必要がある場合はお客様の
ご負担となります。
●地下埋設管などの漏水では、条件により水道料金の軽減を申請できる場合があります。

修理負担

水道管の凍結にご注意ください

防寒の方法

〈凍結により破損した水道メーター〉

凍結しやすい場所
○家の北側の水道管や長期間使用して 
いない湯沸し器など
○屋外に露出配管している水道管
○風当たり（北風）の強い場所にある水道
管や給水管

○配管やじゃ口などの防寒には、
市販の水道用保温材、又は毛布、
タオル、布切れ、発泡スチロール
などで覆い、濡れないようにそ
の上からビニールテープを巻い
てください。

○メーター器の防寒には、ボックス
内に毛布や布切れ、発泡スチロー
ルを入れ保温します。保温対策を
しないとメーター内にたまった水
が凍り、メーターの表示部分のガ
ラスや底が割れることがあります。

止水栓

※熱湯をかけると管が
　割れてしまうので危険です！

じゃ口が凍ってしまった場合
○じゃ口が凍り水が出ない場合は、自然に
溶けるのを待つか、じゃ口にタオルなどを
かぶせ、ぬるま湯をかけてください。

そのまま

冬の冷え込みが厳しい時、特に－４℃以下になると、防寒が不完全な水道管や水栓器具、
水道メーターが凍り、破裂・破損することがあります。冬に備え防寒対策をしましょう！

水道管や湯沸し器などの
給水管が破裂した場合

○メーターボックスの中の止水栓を右に回して止めてください。
○修理につきましては、指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
○指定給水装置工事事業者につきましては、６ページを参照してください。

水 道 だ よ り No.104令和7年10月15日
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イベント
　　NEWS
イベント

　　NEWS

～今年開催した
　        イベントを紹介します～
～今年開催した
　        イベントを紹介します～

水道メーターの交換作業にご協力をお願いします！

Q.なぜ、水道メーターの交換を行うのですか。
A.交換しないまま水道メーターの使用を続けると正しい使用
　水量を検針できなくなるためです。
Q.水道メーターの交換に費用は発生しますか。
A.無料で交換を行います。
Q.交換の作業時間はどのくらいかかりますか。
A.水道メーター１台あたり20分程度です。
　交換作業の間は一時的に水を止めさせていただきます。
Q.交換作業の際、立ち会いは必要ですか。
A.立ち会いは不要ですが、ご不在の場合でも作業を行います。
　ただし、在宅時には水を一時的に止めるため、お声かけして
　から交換作業を行います。

　水道メーターは計量法に基づき検定有効期間（メーターの
使用期限）が８年と定められており、検定有効期間が過ぎる
前に交換を行います。
　交換作業は「三郷市指定管工事業協同組合」の組合員が行
い、対象の方には「水道メーター交換のお知らせ」（ハガキ）を
送付しますので、お手元に届きましたらご確認をお願いします。

●水道メーターの設置場所に物を置かないようお願いします。
（作業の支障となり、日程調整が必要となる場合があります。）
●メーターボックスから先（敷地内）の給水管から漏水してい
る場合、水道メーターの交換ができませんので、修繕完了後
に改めて行います。
　(修繕費用は所有者（管理者）の負担となります。)
●お客様の敷地内に入らせていただき作業を行います。
　疑わしい場合には「受託者証」の提示を求めてください。

お願い

【よくあるQ＆A】

【お問い合わせ先】
三郷市指定管工事業協同組合　048-953-5607
水道部業務課料金係　　　　　048-952-7101

水道週間（６月１日～６月７日）

　応急給水体験、簡易ろ過実験などを通じた施設見学で、
水道の仕組みを楽しみながら体験していただきました。

　ららぽーと新三郷内にある「ららほっとみさと」と
三郷市役所市民ギャラリーにて、水道に関する展示を
行いました。

▲三郷市役所市民ギャラリー

▲北部浄水場ステンレス製配水池前にて

▲出陣式の様子

水道週間パネル展示水道週間パネル展示

水道施設見学会（６月７日）水道施設見学会（６月７日）

　三郷市指定管工事業協同組合主催により、水道の
ある市内全ての公園のじゃぐちを点検しました。

公園のじゃぐち点検プロジェクト（6月６日）公園のじゃぐち点検プロジェクト（6月６日）見学会は
来年も開催予定だよ！
ぜひみんなも応募
してね！
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給水装置工事は指定工事店で！
　水道を新しく引き込むとき、増改築などでじゃ口の数の増減があるとき、宅地内の漏水修理を行うときは三郷市指定給水装置工事
事業者（指定工事店）に依頼してください。指定工事店以外が工事を行った場合、三郷市水道事業給水条例により給水停止する場合も
ありますのでご注意ください。市外の指定工事店については、市ホームページでご確認いただくか、水道部にお問い合わせください。

●工事・修理については、指定工事店とお客様との契約となります。費用は、給水装置の所有者または使用者の負担となりますので、工事後のトラブルを避けるため、
工事内容・費用・アフターサービスなどについて十分な説明を受けてください。

※借家にお住まいの方やマンションなどの共同住宅にお住まいの方は、大家さんや建物の所有者、管理者、管理会社へお問い合わせください。
●工事の申込み前に、すでに水道メーターがある土地については、所在確認の上、給水装置所有者の変更などの手続きが必要です。
●受水槽方式及び直結増圧方式のお客様は、ポンプ故障の場合、指定工事店では修理できない場合がありますので、ポンプや受水槽に記載されている連絡先にお
問い合わせください。

※営業時間、休業日、漏水・修理・工事対応については、三郷市指定給水装置工事事業者（指定工事店）の届出をもとに掲載しております。漏水などの実際の対応については、状況により
一覧の対応可否と異なる場合がありますので、詳細については各指定工事店にご確認ください。　

三郷市指定給水装置工事事業者一覧（市内）

A（道路側）A（道路側）B（宅内側）B（宅内側）
工事などの対応の内容
①･･･給水器具など修理（じゃ口やトイレなどの修理）
②･･･埋設管などの漏水修理
③･･･漏水箇所不明の際の調査
④･･･道路側の工事（道路の水道管を敷地内に引込む工事）【左図 A】
⑤･･･宅内側の工事（建物内などのじゃ口までの工事）【左図 B】
対応の可否
〇･･･対応可　×･･･対応不可

一
覧
の
見
方

みさと団地　管理サービス事務所
三郷早稲田パークハイツ　管理サービス事務所
UR都市機構　東埼玉住まいセンタ－
日本総合住生活㈱　緊急事故受付センター

月・火・木・金・土　9:30～17:00（祝日、年末年始除く）
月・火・木・金　9:30～13:30　土9:30～12:00、13:00～17:00（祝日、年末年始除く）
月・火・水・木・金・土 9:15～17:40（祝日、年末年始除く）
年中無休

048-957-5023
048-958-5053
048-941-5311

0570-002-004 または 048-839-0901

連絡先 営業時間 電話番号

◎工事申込み・漏水修理などの際の注意点

※みさと団地・早稲田団地の賃貸住宅にお住まいの方は下記へお問い合わせください。

※一覧は所在地の五十音順に掲載しております。
※令和７年9月19日 現在

事業者名

㈲鈴木水道工業所

㈱篠田設備

㈲トバリ管工

㈲山﨑水道

松井産業㈱

㈲福田設備工業

㈱リビング

㈱ミナト建設

㈱田中屋

㈱角水道工業

㈲宮田鑿泉工業所

㈲染谷工業

㈱八丸建工

㈲富士光

㈲アクタス

㈲冨田住設

㈲佐藤住設

所在地
電話番号

戸ヶ崎２－２６１
048-956-2590
仁蔵４４８－１
048-954-8625
彦糸1－９６

048-954-9002
彦江１－９１

048-952-9922
彦音２－３９－１
048-957-3480
彦成１－１

048-957-8511
彦成2－148－3
048-959-5354
彦成２－２０５
048-960-0141
彦成3－224－1
048-959-1853
三郷１－３０－９
048-952-3061
三郷３－６－３
048-952-5580
谷口７７

048-952-1343
谷口８１ー１

048-951-0125
谷口１２７６－１
048-969-4102
寄巻９５８－６５
048-955-7320
早稲田7－34－1
048-911-9900

早稲田8－9－2－402
048-958-7868
早稲田8－10－6
048-959-3746

9：30～18：30
―

8：00～17：00
日、祝日

8：00～17：00
日、祝日

8：00～17：00
第3土、日、祝日
8：00～17：00
土、日、祝日
9：00～17：00
水、日、祝日
9：00～17：00
日、祝日

8：30～17：30
第1･３土、日、祝日
9：00～17：00
日、祝日

8：30～18：00
日、祝日

8:00～17：00
第2・4土、日、祝日
8：30～17：00
第2土、日、祝日
8：30～18：00
日、祝日

9：00～17：00
土、日、祝日
9：00～17：00
日、祝日

8：00～17：00
土、日、祝日
9：00～17：00
日、祝日

9：00～17：00
土、日、祝日

営業時間 漏水対応 工事対応
休業日 ① ② ③ ④ ⑤
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〇

〇

〇

〇

〇
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〇

〇

×

〇
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×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

×

×

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

×

〇

〇

〇

×

×

〇

×

×

×

×

×

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

×

×

×

×

〇

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

㈲ティー・ケイ・ビー・
スズキ

事業者名

㈱磯部工業

㈲鎌田設備

㈲皆良

㈱アクセス

荒井設備

田中水道工業所

西本設備

篠田忠㈱

㈱大全建設

㈱山崎管工

㈱クリエーティブ

㈲管工企画三英

㈲ハマシマ

㈱戸部商事

㈱CHIYODA

東埼住設㈱

所在地
電話番号
東町４６

048-955-4905
東町１９７

048-955-1379
岩野木１３５

048-951-3380
幸房１２４－１
048-954-6991
幸房５３８－２
048-952-2700
幸房１４４２－１
048-952-5715
栄４－８－２

048-949-1927
新和2－286－7
048-952-2839
前間４６３－５
048-959-6777
高州2－105－1
048-955-3131
高州2－133－2
048-956-1004
鷹野２－２２１
048-955-3449
鷹野4－92

048-948-6334
鷹野５－８９

048-955-2025
鷹野５－５１１
048-955-3121
中央５－３６－９
048-952-1551
天神1－500－1
090-2321-8669
戸ケ崎1－534－4
048-955-8210

8：00～17：00
日、祝日

9：00～17：00
土、日、祝日
8：00～17：00
日、祝日

8：30～17：00
日、祝日

8：00～17：30
一部の土、日、祝日
9：00～17：00
土、日、祝日
8：00～17：00
土、日、祝日
9：00～17：00
日、祝日

8：00～17：00
日、祝日

9：00～16：00
土、日、祝日
8：00～17：00

日
8：30～17：00
日、祝日

7：00～20：00
日

8：00～17：00
日、祝日

8：00～17：00
第2・4土、日、祝日
9：00～17：00
土、日、祝日
8：00～18：00
土、日

8：00～18：00
日、祝日

営業時間 漏水対応 工事対応
休業日 ① ② ③ ④ ⑤
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